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３月１６日（日）に、第19回国分川調節池を育む会を開催しました。 

今回の育む会では、平成26年9月にオープンを予定している箇所の工事報告を兼ねて現場見

学会を行い、その後、東国分中学校で公園の利用ルールについて検討していただきました。 

毎回、『育む会』で行われた内容等については当会報でお知らせします。 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運営・管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．国分川調節池の工事報告について 

平成 25 年度に公園整備を行いました東国

分中学校西側の状況について、会員の皆様

に工事報告として現場見学会を開催しまし

た。 

今回の箇所は、これから約半年の芝の養

生期間を経て、平成 26 年 9 月頃にオープン

する予定です。皆様にご検討に加わってい

ただいた国分川調節池の公園整備も、形と

して現れ、いよいよオープンが近づいてき

ました。 
現場見学会の様子 

園路や四阿（あずまや）も出来ました 多目的広場は防球ネットも完成です 

これから皆様にご協力いただく運営・管

理についての検討は、右のような流れで進

めていきたいと考えております。 

今回は、利用ルールを検討していただき

ました。今後、やりたいこと、運営・管理

を検討していき、平成 27 年度より市民ボ

ランティアとしての活動が開始できるよう

に進めていきたいと考えております。 

利用ルールを決めよう 

やりたいことを考えよう

運営・管理を考えよう①

運営・管理を考えよう②

H26.3

H26.6

H26.10

H27.2

※日程は目安としてお考えください。 

今回 



 

３．検討部会 

  事務局より利用ルール案（利用ルール案については、資料をご覧ください）を説明し、そ

の後、千葉大学大学院園芸学研究科の近江助教より、検討にあたっての留意点として、他の

公園でのイベントの年間スケジュールをご説明いただきました。今後、どのようなことをや

りたいか念頭におきながら、利用ルールを検討するようアドバイスがありました。 

  その後、各検討部会に分かれて利用ルールについて検討していただき、検討事項を発表し

ていただきました。今回いただきました意見を踏まえ、利用ルールを策定していきたいと思

います。 

  各検討部会からの主な発表内容は以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分川調節池の公園整備については、平成25年度の公園整備が完成を迎えます。 

今回の現場見学会時点では、まだ一部完成していない部分もございましたが、皆様にオープ

ン前の公園を実際に見ていただくことができました。これまでの検討結果がいよいよ公園とい

う形となって現れてきました。 

今後は運営・管理についても貴重なご意見をいただきたいと考えておりますので、引き続き

ご協力をよろしくお願いいたします。 

次回の『育む会』は、6月頃の開催を予定しております。日時や場所が正式に決まり次第、会

員の皆様に御連絡申し上げます。 

 

 

 

 

※ご連絡先 

国分川調節池を育む会事務局（市川市水と緑の部 公園緑地課） 

 〒272-0021 市川市八幡４丁目２番１号（八幡分庁舎） 

市川市ホームページもご覧下さい！ 

「国分川調節池を育む会」で検索して下さい。 

 

「国分川調節池を育む会」は、

現在千葉県が事業を進めている

国分川調節池において、市民の

皆様と行政が協働で上部活用に

ついて検討・実行することを目

的として設置されました。 

 ・適度な草刈が必要だと思う。行政で行えない範囲があれば、ボランティアでの草刈

も検討すべき。 

・中学校が隣接しているので、植樹で人の目が行き届かない場所を作らないように。 

・公園の行事や利用ルールを周知する掲示板があった方がいい。 

・ヨシ対策として、花植えボランティアの協力を得て整備できないだろうか。 

・釣りや魚の放流はどうしていくのか。 

・どの団体が何時まで使用しているか分かるように表示してほしい。 

・散策路は自転車が使用できないようにした方が安全上よい。 

・グラウンド整備や草刈は声をかけてもらえれば手伝えると思う。 

・植物の採取はボランティアの維持管理等では認めるなど、例外規定を。 

・植物の持ち込みは公園全体にしてほしい。 

・タバコは分煙にし、初めて来た人にも喫煙所が分かりやすいように。 

・ペットは公園全体で立入禁止の方向がいいと思うが、今後検討が必要。 

・野良猫の対策も検討してほしい。 

自然復元ゾーン 

自然ふれあいゾーン 

多目的利用ゾーン 

散策・休息ゾーン 


